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４．利用資格について                                    
 

 放課後児童クラブを利用できるのは、町内の小学校に通学する児童のうち、放課後や長期休業中等に、

保護者や同居のご家族が就労等により児童を監護することができない場合に限ります。 

 原則として、児童と同居する成人の監護者全員（祖父母、内縁関係等を含む）が、次表のいずれかの

条件に該当するため家庭で児童の監護を行えない場合に利用できます。 

 なお、児童と同居であっても、おじ・おば等の親戚、児童の兄弟姉妹等は除きます。 
 

理由 利用が認められる場合 利用可能期間 

就労 監護者が、月４８時間以上、就労している場合 

就労、就学している期間 
就学 監護者が、月４８時間以上、就学している場合 

監護者の疾病 
監護者が、疾病、負傷等のため１ヶ月以上の加療を

要する場合 

左記の理由により、利用を

必要とする期間 

監護者の 

障がい・要介護 

監護者が、心身に障がい等を有するか、介護を必要

とする場合 

親族等の 

介護・看護 
監護者が、親族等の介護または看護をしている場合 

出産 

監護者が、８週間以内に出産を予定している場合 

または、出産してから８週間以内の場合 

※多胎妊娠の場合、産前１４週間以内可 

産前８週間から、産後８週

間後の月末まで 

求職 監護者が、求職活動のため家庭にいない場合 

利用を必要とする期間 

（最長で通算 3 ヶ月まで、 

 年度内１回限り） 

その他 
上記以外の理由で、児童の監護を行うのが難しい場

合は、教育委員会にご相談ください。 
協議の上決定 

 

５．利用申請の受付について                                 
 

 放課後児童クラブを利用するためには、事前の利用申請が必要です。利用申請は、年度ごとに行う 

必要があります。受付期間中に、下記の要領で申請してください。各申請方法の手順は次のとおりです。 
 

【インターネット申請の場合】 

①・利用を必要とする理由を証明する書類（４ページ参照） 

・減免の理由を証明する書類（２ページの（３）利用料の減免について参照） 

を用意してください。 
 
 

② 表紙のＵＲＬもしくは６ページの８．各種届出についてに添付のＱＲコードから利用申請フォーム

にアクセスし、フォーム内の案内に従って、必要事項を入力してください。また、①で用意した書類

の写真（全体が鮮明に写っているもの）をフォーム内で添付してください。※写真が不鮮明な場合は

再提出をしてもらう場合があります。 
 
 

③ 入力したメールアドレスに申請完了メールが届きましたら、申請完了です。 


